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地上設置型設計・施工ガイドライン改定
構造関係
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背景

• 再生可能エネルギー推進、ＦＩＴ制度の導入 → 太陽光発電設備が増加

• 太陽光発電設備の事故や不具合の増加 → 安全性に対する疑問視

• 業界としての対応が急務

→ 「地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン」 2017年版，2019

年版を策定

• その後「特殊な設置形態（傾斜地，農地，水上）の太陽光発電システム

の設計・施工ガイドライン」 2021年版，2023年版を策定

• 新しい知見が得られたので，2019年版の設計ガイドライン更新し「地上設置

型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン」2024年版を作成することに

なった。
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ガイドラインの構成

• 「2019年版 地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン」 をベー

スとして、電気設計、施工の項目を加えるとともに、構造設計の新しい知

見を盛り込んだ。

＜ガイドライン目次＞

1.総則

2.被災事例

3.構造設計・施工計画

4.電気設計・施工計画

5.事前調査

6.造成計画

  7.太陽電池アレイ

の配置計画

  8.設計荷重

  9.使用材料

10.架台設計

11.基礎の設計

12.腐食防食

13.電気設備の設計

14.施工

15.維持管理計画

注：ガイドラインは完成に向けて最終段階に入っているが，本資料の内容から変更する

可能性があることに注意されたい。

説明部分
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1. 総則 ※最新の関連法令等との適合について追記

1.1 利用上の注意

• 本ガイドラインは建築、土木、電気等の既往の技術基準、指針等をもとにして取
りまとめたものである。

• 設計、施工にあたっては、最新の関連法令等を参照して適合する必要がある
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1. 総則
1.2 適用範囲

1. 本ガイドラインは地上設置型の太陽光発電システムの基礎と架台および電気設備
の設計・施工に適用する。

2. 対象とする基礎は、鉄筋コンクリート造の直接基礎または杭基礎とする。

3. 架台の構造は、鋼構造またはアルミニウム構造とする。

4. 構造設計は、許容応力度設計法に基づいて行う。

5. 太陽電池アレイの最高高さが9mを超えるシステムおよび追尾型システムは除外す
る。

6.  対象とする電気設備は、太陽電池アレイの最大使用システム電圧が30 V以上
1500V以下の太陽電池アレイの直流回路、およびパワーコンディショナ、受変電設
備の交流回路とする。

適用範囲に電気設備を追加し、電気設備の対象範囲を明記

追尾型のシステムの除外を明記
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1. 総則

1.2 適用範囲

＜解説＞

適用範囲として平地（傾斜面に隣接した平地を除く）での地上設置型に限定

特殊な設置形態の場合は次のガイドラインを参照

傾斜地設置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン2023年版

営農型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン2023年版

水上設置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン2023年版

電気設備については、直流電気回路設計を中心とした記載とするが、交流電気回路、

設備も重要な事項についてはは記載する。
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1. 総則

1.2 適用範囲

＜解説＞

適用範囲として平地（傾斜面に隣接した平地を除く）での地上設置型に限定

特殊な設置形態の場合は次のガイドラインを参照

傾斜地設置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン2023年版

営農型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン2023年版

水上設置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン2023年版

電気設備については、直流電気回路設計を中心とした記載とするが、交流電気回路、

設備も重要な事項についてはは記載する。

傾斜地設置型ガイドラインの適用範囲
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1. 総則
1.5 構造設計方針

1. 架台、基礎および部材間の各接合部は、稀に起こる地震・暴風・大雪に対して許容
応力度設計を行うことを基本とする。

2. 地盤は、基礎および上部構造で想定された地震・暴風・大雪時の荷重（鉛直荷重、
引抜き荷重、水平荷重）に対して十分な耐力を有し、かつ有害な沈下・傾斜などを
起こさないことを確認する。

3. 架台および基礎の長期耐久性に関する要求性能は、目標を定めて設計・施工およ
び保全がなされるよう設計時に配慮する。

4. 関係法令および各地方自治体による条例、施行規則およびこれらに基づく設置許
可申請の手引きなどでの要求事項については、別途適合させる。

5. 設計図書を作成し、保管する。

6. 計画地の自然条件を適切に設計および維持管理に反映させる。

7. 供用期間の延長や自然条件の変化等により要求性能に変更が生じた場合は、最
新の条件を踏まえ、適切に機能強化等の対策を行う。
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1. 総則
1.7 施工管理方針

1. 労働安全衛生法などの関係法令を遵守する。

2. のり面工、斜面安定工、排水工、基礎および架台などの施工にあたっては、所要の
機能が確保されるように施工する。施工中に明らかになった条件についても考慮を
加え、より合理的な施工が行われるよう安全管理、品質管理、出来形管理、工程管
理を行う。

3. 予め現地の状況を確認した上で、施工計画を立案し、安全性はもとより、周辺環境
への悪影響が発生しないよう施工する。

4. 電気工事完了後、使用前の竣工試験により、計画に従って工事が行われたことお
よび電気設備技術基準に適合するものであることを確認する。

5. 現地状況を踏まえた実際の施工結果を竣工図書としてとりまとめる。図化できない
範囲については写真にて記録する。

6. 施工中において、災害の発生防止、環境保全に努める。
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ガイドラインの構成

＜ガイドライン目次＞

1.総則

2.被災事例

3.構造設計・施工計画

4.電気設計・施工計画

5.事前調査

6.造成計画

  7.太陽電池アレイ

の配置計画

  8.設計荷重

  9.使用材料

10.架台設計

11.基礎の設計

12.腐食防食

13.電気設備の設計

14.施工

15.維持管理計画

説明部分
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2. 被災事例
2.1 水害による基礎・架台の倒壊

• 堤防の決壊による水害

• 水圧で架台が倒壊

• 発電所の立地（ハザード）についての
事前調査が重要

2.2 積雪による基礎沈下または架台損傷

• 積雪により基礎が傾き，架台が損傷

• 設計段階での基礎の安定性の確認が
重要
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2. 被災事例
2.3 強風による架台の損傷・飛散

• 突風によって架台が崩壊・飛散

• 部材の接合部の耐力不足、杭の抵抗
力不足

2.4 地震による基礎・架台の損傷

• 地震によって架台が傾く

• 南北方法の荷重に対して１本の杭（兼
支柱）で抵抗する構造

• 杭の支持力が不足していたことが被害
原因
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2. 被災事例
2.5 電気火災

• 太陽電池からの発火、焼損事例

• 構造事故からの電気設備発火、草へ
の延焼

出典：西胆振行政事務組合
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ガイドラインの構成

＜ガイドライン目次＞

1.総則

2.被災事例

3.構造設計・施工計画

4.電気設計・施工計画

5.事前調査

6.造成計画

  7.太陽電池アレイ

の配置計画

  8.設計荷重

  9.使用材料

10.架台設計

11.基礎の設計

12.腐食防食

13.電気設備の設計

14.施工

15.維持管理計画

説明部分
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3. 構造設計・施工計画
3.1 設計フロー（構造）

1. 設計の計画は図3-1節のフローを参考に進める。

2. 過去の被災事例を参考に、地域特性・環境特性を考慮して計画を進める。

3. 供用期間にわたって要求性能を満足するよう、設計段階において維持管理計画を
作成する。
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3. 構造設計・施工計画
3.1 設計フロー（構造）

図3-1 構造設計フロー（前半）
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3. 構造設計・施工計画
3.1 設計フロー（構造）

新設：
設計段階において考慮
すべき維持管理の内容

図3-1 構造設計フロー（後半）
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3. 構造設計・施工計画
3.2 施工フロー（構造）

1. 基礎および架台の施工の計画は図3-2のフローを参考に進める。

2. 施工に先立ち、設計意図を把握するとともに、現場条件を考慮した施工計画を立案
する。

3. 法令などを確認し、関係官公庁などへの許認可申請手続きを行う。

4. 供用後の撤去計画を立案する。

図3-2 施工（構造）フロー
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ガイドラインの構成

＜ガイドライン目次＞

1.総則

2.被災事例

3.構造設計・施工計画

4.電気設計・施工計画

5.事前調査

6.造成計画

  7.太陽電池アレイ

の配置計画

  8.設計荷重

  9.使用材料

10.架台設計

11.基礎の設計

12.腐食防食

13.電気設備の設計

14.施工

15.維持管理計画

説明部分
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5. 事前調査 
事前調査は、資料調査、目視による現地調査、地盤調査、土地利用状況および
周辺環境の調査を基本とする。

5.1 事前調査

1. 基本事項：敷地調査は、事前調査（資料調査・現地調査）により、設置する環境や周
辺環境を適切に把握する。

事前調査のチェックポイント
① 地形や地盤の特徴を把握する。

② 表層地質を判断し（沖積層や洪積層の区別
など）、地層構成を想定する。

③ 地盤の特徴や既往資料から、特殊土層（取
扱いに注意を要する土層）の有無を調べる。

④ 近隣の既往資料より、地盤状況（土質・地
層・強度・地下水位）を調べる。

⑤ 過去に近隣で行われた地盤補強工事の有無
や施工例について調べる。

⑥ 地名・植生などから、地域の特性を調べる。

⑦ 地震など、地盤災害の危険性について調べ
る。

⑧ 近隣住民からの聞き取り調査により、
敷地の履歴などを調べる。

⑨ 周辺家屋や道路などの異常（不同沈下
や変状など）の状況から、地盤沈下の
危険性を調べる。

⑩ 切土・盛土など造成形態から、不同沈
下の危険性を調べる。

⑪ 造成時期や今後の新たな盛土予定を調
べる。

⑫ 排水計画を立てる。

⑬ 土砂の流入・流出の可能性を調べる。
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5. 事前調査 
5.2 資料調査

1. 国土地理院発行の地形図や土地条件図、ハザードマップなどの地図資料、既往地
盤調査資料および各種文献などを用いて基礎設計に必要な地盤の情報を収集する。

2. 地域に固有な地盤条件を知る情報として、地名や植生なども調査する。

3. 小規模構造物の地震被害には、地盤条件に起因するものが多く、その危険性につ
いて調べる。

4. 排水施設の設計・施工に必要な降水量を調査する。

＜解説＞

設置に適した場所を選定する。

地名は地歴を示していることがあり、設計に当たり参考にすると良い。

降水量の設定にあたり、道路土工要綱（平成21年度版）の「第2章 排水」を参考にす
ると良い。

自治体によっては、近年の観測データから独自に確率降雨強度を設定している事例
もある。← 例：宮崎県におけるにおける確率降雨強度式
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5. 事前調査 
5.2 資料調査
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5. 事前調査 
5.2 資料調査

出典）一般社団法人日本建築学会: 小規模建築物基礎設計指針，2008
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5. 事前調査 
5.5 地盤調査

1. 事前調査結果を踏まえて原位置試験を実施し、設計に必要な地盤工学的特性に関
する情報を収集する。

2. 資料調査および現地調査の結果から、太陽光発電設備を設置する予定の用地が、
軟弱地盤、埋立地、盛土地盤、造成地、傾斜地、谷底低地に該当するような地盤と
考えられる場合、十分な基礎の支持力を得られないことが懸念されるため、より詳
細な調査を行う。

＜解説＞

軽量な太陽電池架台といえども地盤の状況によっては不同沈下が生じる。

杭基礎を採用する場合には、十分な支持力（圧縮力・引抜力・水平力）が必要となる。

地盤調査に十分な費用がかけられない場合には、綿密な事前調査（5.1節）を実施し，
その結果を踏まえて地盤調査や土質試験を効率的に実施する。

 地盤調査方法には、表5-5に示すものがあり、計画地の地盤状況と検討目的に応じ
て適切に選択、組み合わせて調査を行う。
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5. 事前調査 
5.5 地盤調査

調査方法ごとに得られる情報と結果の
利用についてまとめている
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ガイドラインの構成

＜ガイドライン目次＞

1.総則

2.被災事例

3.構造設計・施工計画

4.電気設計・施工計画

5.事前調査

6.造成計画

  7.太陽電池アレイ

の配置計画

  8.設計荷重

  9.使用材料

10.架台設計

11.基礎の設計

12.腐食防食

13.電気設備の設計

14.施工

15.維持管理計画

説明部分
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6. 造成計画 

⇒大幅変更なし

6.2 基本的な考え方

⇒盛土規制法について追記

「盛土等防災マニュアル」は、令和3年7月に熱海市において発生した土石流災害等
を契機に「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称「盛土規制法」）が制定され、同法
の政令において工事の技術的基準を規定し、これを受けて、地方自治法（昭和22年
法律第67号）第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、国からの通知「宅
地防災マニュアル」（令和元年6月28日版）を改正し、策定されたものである。

盛土規制法では、住宅用地等の造成の際に行われる盛土等だけではなく、残土処
分場や太陽光発電施設等の多様な開発形態を考慮した規制を行うこととしている。
計画箇所が位置する自治体によって規制の内容が異なるため、十分確認するととも
に、規制内容への遵守が求められる。
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ガイドラインの構成

＜ガイドライン目次＞

1.総則

2.被災事例

3.構造設計・施工計画

4.電気設計・施工計画

5.事前調査

6.造成計画

  7.太陽電池アレイ

の配置計画

  8.設計荷重

  9.使用材料

10.架台設計

11.基礎の設計

12.腐食防食

13.電気設備の設計

14.施工

15.維持管理計画

説明部分
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8. 設計荷重 

8.1 想定荷重と荷重の組合せ

1. 太陽電池架台および基礎の設計で想定する荷重は、上部構造に作用し基礎に伝
達される固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧荷重・地震荷重とする。

2. 前号に掲げる荷重のほか、当該設置環境において想定される荷重を考慮する。

＜解説＞

設計荷重は、JIS C 8955:2017に示された固定荷重、風圧荷重、積雪荷重、地震荷重
を基本とする。

  当該設置環境において考慮すべき荷重条件がある場合にはそれらについても適切
に設定する。 ← 太技省令の第４条第１項

1. 設計荷重は、JIS C 8955:2017 ｢太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算定方法｣
に準じて算定する。ただし、公共工事標準仕様書などで指定があった場合にはそれ
に従う。 ⇒ 変更なし
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8. 設計荷重 

8.2 固定荷重

1. 固定荷重は、太陽電池モジュールの重量と支持物の重量の総和とする。

2. 支持物にパワーコンディショナ、配線、その他の機器などが固定されている場合に
は、それらの重量も加算する。

＜解説＞

架台にパワーコンディショナや配線などが固定されている場合には固定荷重が増加
するため、それらの重量を加算する必要がある。

特に、パワーコンディショナの固定荷重は局所的に作用するので、構造解析におい
ては取付けられる支柱等への集中荷重として入力する。
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8. 設計荷重 

8.3 風圧荷重

8.3.1 設計用風圧荷重

1. 太陽電池アレイ用支持物の設計用風圧荷重は、式(8.1) に示すアレイに作用する風
圧荷重Waと式(8.2) に示す支持物構成材などに作用する風圧荷重Wbの両方を考慮
するしなければならない。

2. 風圧荷重は、アレイの段方向（一般的には南北方向）だけでなく、列方向（一般的
には東西方向）についても設定する。

3. アレイの風圧荷重は太陽電池モジュールの面に垂直に作用することとし、支持物構
成材などの風圧荷重は地盤と平行に作用することとしてもよい。なお、支持物構成
材などには、支持物に付帯するパワーコンディショナや接続箱なども含まれる。

4. アレイ面の受風面積は、太陽電池モジュールの周囲に付けられる部材を含む面積
とする。
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8. 設計荷重 

8.3 風圧荷重

8.3.2 設計用風圧荷重

⇒ 傾斜地での風速割り増し係数を削除。

 →傾斜地設置型のガイドラインを参照する。
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8. 設計荷重 

8.3 風圧荷重

8.3.3 風力係数

a)アレイ面の風力係数

1. 太陽電池アレイ面の風力係数は、風洞実験によって定める。ただし、表8-5に示す
設置形態の場合は、式(8.7) によって算出してもよい。この風力係数の適用範囲は
アレイ面の高さが9ｍまでとする。

地上設置 順風（正圧）、逆風（負圧）ともに、式(8.7)による。

      

← 風洞実験の結果から
JIS C 8955:2017から変更

θ＝40°h=9mθ＝60°h=2m
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8. 設計荷重 

8.3 風圧荷重

8.3.3 風力係数

a)アレイ面の風力係数

＜解説＞

架台にパワ ンデ シ ナや配線などが固定されている場合には固定荷重が増加
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8. 設計荷重 

8.4 積雪荷重

1. 設計用積雪荷重は、式(8.8)によって算出する。

2. 表8-1に示す一般地域では、レイ面の上端から下端までの水平投影長さ10m以上か
つアレイ面の水平面に対する傾斜角度が15度以下の場合、平成19年国土交通省
告示第594号 に従って積雪後の降雨による割増荷重を考慮する。

変更なし
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8. 設計荷重 

8.4 積雪荷重 （つづき）

3. アレイ面の下端に作用する積雪荷重（以下、軒先荷重と呼ぶ）は図8-3に示す軒
下堆雪深さがアレイ軒先高さを超える場合、式(8.9)により算出する。なお、軒先荷
重も設計で想定する荷重条件は表8-1に示す積雪荷重（S）と同様に設定する。

図8-2 軒先荷重のメカニズム 軒先荷重による被害
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8. 設計荷重 

8.4 積雪荷重 （つづき）

図8-3 軒高算定モデルと地上垂直積雪量と軒高との関係
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8. 設計荷重 

8.5 地震荷重

8.5.1 設計用地震荷重

1. 設計用地震荷重は、一般の地方では式(8.15)、多雪区域では式(8.16)によって算出
する。

変更なし
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ガイドラインの構成

＜ガイドライン目次＞

1.総則

2.被災事例

3.構造設計・施工計画

4.電気設計・施工計画

5.事前調査

6.造成計画

  7.太陽電池アレイ

の配置計画

  8.設計荷重

  9.使用材料

10.架台設計

11.基礎の設計

12.腐食防食

13.電気設備の設計

14.施工

15.維持管理計画

説明部分
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9. 使用材料 

9.1 鋼材

1. 支持物架台に使用する鋼材は、設計条件に耐え得る安定した品質をもつ材料でな
ければならない。また、使用する目的、部位、環境条件、耐久性などを考慮して選定
する。

2. 建築系、土木系の各種技術基準などに示されているJIS規格に基づく材料を使用
する場合、技術基準などに示されている断面性能諸元などの特性値を使用すること
ができる。

＜解説＞

 鋼材の材質・形状・寸法は、原則として鋼構造設計規準―許容応力度設計法―およ及
び軽鋼構造設計施工指針・同解説に従い、適切に選定する。

コンクリートの補強などに使用する鉄筋およ及び金網は、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用
棒鋼」およびJIS G 3551「溶接金網及び異形鉄筋格子」に従い、適切に選定する。

 ステンレス鋼などの特殊鋼については、その強度特性、耐久性等を十分に考慮して、適
切に選定する。

 鋼構造設計規準―許容応力度設計法―および軽鋼構造設計施工指針・同解説に記載
がない、もしくは海外規格などの鋼材についてはその強度特性、耐久性などを十分に考
慮して、適切に選定する。
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9. 使用材料 

9.2 アルミニウム合金材

1. 支持物に使用するアルミニウム合金材は、設計条件に耐え得る安定した品質をも
つ材料とする。

2. アルミニウム合金材の材質は、使用する目的、部位、環境条件、耐久性などを考慮
して選定する。

変更なし
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9. 使用材料 

9.3 コンクリート

1. 支持物に使用するコンクリートおよびコンクリート製品は、設計条件に耐え得る安定
した品質をもつ材料とする。

2. 使用する目的、部位、環境条件、耐久性などを考慮して、コンクリートの規格・仕様
を選定する。

＜解説＞

支持物に使用すされるコンクリート材料の種類および品質は、原則として建築工事標

準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事またはコンクリート標準示方書に従

い、適切に選定する。

使用するコンクリート強度については、無筋コンクリートでは圧縮強度18N/mm2、鉄

筋コンクリートでは圧縮強度24N/mm2以上を使用することが望ましい。

 コンクリート製品はJIS規格に準拠する製品を基本とし、強度特性が明確なものを使

用する。
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ガイドラインの構成

＜ガイドライン目次＞

1.総則

2.被災事例

3.構造設計・施工計画

4.電気設計・施工計画

5.事前調査

6.造成計画

  7.太陽電池アレイ

の配置計画

  8.設計荷重

  9.使用材料

10.架台設計

11.基礎の設計

12.腐食防食

13.電気設備の設計

14.施工

15.維持管理計画

説明部分
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10. 架台の設計 

10.1 架台の構造形式と構造解析モデル

1. 架台はx方向、y方向（一般的には東西方向、南北方向）のいずれの構面についても
安定構造とする。

2. 架台の構造解析モデルでは、部材、接合条件、柱脚部の支持条件を正しく設定し、
架台の実情を正しく再現したものとする。

3. 接合部が偏心している場合、構造解析モデルにおいても、その偏心が考慮されて
いることを基本とする。接合部での偏心を反映できない場合、別途、構造計算により
求めた応力を用いて偏心による付加応力を求め、部材の断面算定においてその応
力を反映させる。

4. 杭基礎の場合、上部構造と杭を一体とした構造のモデル化を行う。ただし、杭の変
位が微小であり、上部構造の応力状態への影響が軽微である場合は、この限りで
はない。

構造形式と解析モデルの内容を合わせて記載
大きな変更なし
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10. 架台の設計 

10.2.2 構造計算方針

1. 荷重の算定は「8. 設計荷重」に従う。

2. 応力と変形の算定には、力のつり合い式やマトリックス変位法などを用いる。

3. 架台部材および基礎設計は、許容応力度設計とする。

4. 部材の設計には、部材の材質・形状や板厚などの特徴に合った「法令・学会指針
類」を適用する。

5. 許容応力度の算定では、補剛などを考慮した適切な支点間長さを用い、座屈などを
考慮した評価式を用いる。

6. 部材の応力度検定には、幅厚比や突出部の控除を考慮した有効断面積を用いる。

7. 架台の変形量を確認し、変形量が大きくなる場合には必要に応じて動的効果の影
響についても検討する。

8. 接合部の設計には、接合部の材質・形状などの特徴に合った「法令・学会指針類」
を適用する。
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10. 架台の設計 

10.2.2 構造計算方針

＜解説＞

架台および基礎の許容応力度設計は、電気事業

法関連法令での要求に対して学会指針等に準じて

実施されることを基本とする。

架台および基礎の剛性が低く大きい変形が生じる

場合には、動的効果（強風や地震の変動荷重によ

る共振効果）によって荷重が増大することもあるこ

とから、必要に応じてその影響について検討する

（図10-5参照）。

ただし、これらの検討には振動応答解析が必要に

なることから、架台の変形量を小さく抑える（剛性を

高くする）ことが望ましい。 図10-5 強風や地震による
動的効果のイメージ
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10. 架台の設計 

10.9 鋼製架台における接合部の設計

1. 接合部は、同一部材を繋ぐ継手、部材を他の部材に固定する接合部、基礎に部材
を固定する柱脚など様々あるが、部材と同様に許容応力度設計を行い安全性の確
認を行う。

2. 接合部の納まりは、応力計算で節点のモデル化に沿った納まりとなるように設計す
る。

3. 架台の変形が大きい場合には、接合部でのずれや外れ等の不具合が生じないこと
を確認する。

＜解説＞

 架台の変形が大きくなる場合には接合部でのずれや外れ等の不具合が生じること

があるので、構造解析での変形量の計算結果をもとに問題のないことを確認する。
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10. 架台の設計 

10.9.5 モジュールと架台の接合について

1. モジュールの固定ボルトや固定金物についても許容応力度設計を行い安全性の確
認を行う。

＜解説＞

⇒次の内容を解説に追加

 アレイ面が長方形（正方形を含む）でない場合や正対する構面（北立面と南立面、あ

るいは西立面と東立面）の剛性が大きく異なる場合には、アレイ面には面内変形が

生じ、モジュールには面内せん断力が作用する。通常、モジュールの面内せん断力

に対する耐力は確認されていていないため、このような場合には水平ブレース等を

配置して、モジュールに面内せん断力が生じないようにする必要がある。
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10. 架台の設計 

10.11 アルミニウム合金製架台における接合部の設計

1. 接合部の設計は10.2.3適用または参考にする関連法令・学会指針類による。

2. 各部材および接合部の剛性や偏心等を適切に評価する。

3. 接合部の破断強度は、設計荷重により生ずる応力度の1.5倍程度以上とする。

4. 架台の変形が大きい場合には、接合部でのずれや外れ等の不具合が生じないこと
を確認する。

＜解説＞

 アルミ形材を用いた接合部では、接合部に生ずる応力度を正確に確認することが困

難である。その場合、接合部を模した試験体を用いて載荷試験を行い、段階的な載

荷で除荷時の残留変位や接合部の変形による緩みやがたつきがないことを確認し、

接合部の設計を行うことが望ましい。

 架台の変形が大きくなる場合には接合部でのずれや外れ等の不具合が生じること

があるので、構造解析での変形量の計算結果をもとに問題のないことを確認する。
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ガイドラインの構成

＜ガイドライン目次＞

1.総則

2.被災事例

3.構造設計・施工計画

4.電気設計・施工計画

5.事前調査

6.造成計画

  7.太陽電池アレイ

の配置計画

  8.設計荷重

  9.使用材料

10.架台設計

11.基礎の設計

12.腐食防食

13.電気設備の設計

14.施工

15.維持管理計画

説明部分
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11. 基礎の設計 

11.3 基礎の形式

1. 基礎は鉄筋コンクリート造による直接基礎または杭基礎とし、上部構造が地盤に対
して構造上支障のある沈下・浮き上がり・転倒・横移動を生じないよう安全に支持で
きる構造形式とする。

直接基礎 杭基礎

スクリュー杭 コンクリート杭べた基礎

連続基礎

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijwo2mk5PRAhULVbwKHdUJAhAQjRwIBw&url=http://www.nishioconcrete.co.jp/products/nouchi.html&psig=AFQjCNFi02gzCjUQpYjuDAh25V5YG437Nw&ust=1482885752297009
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11. 基礎の設計 

11.4 直接基礎の設計

1. 直接基礎の設計は、架台と同様に許容応力度設計とする。

2. 直接基礎の基礎底面の大きさは、不同沈下を避けるため、長期荷重時により生じる
地盤の最大接地圧が地盤の長期許容応力度（極限支持力度を安全率3で除した
値）以下となるようにし、かつ、接地圧はできる限り等分布で、同じアレイの基礎は
同程度の接地圧になるようにすることが望ましい。特に、地盤が軟弱あるいは一様
でない場合には注意して計画する。また、短期荷重時において生じる地盤の最大接
地圧が、地盤の短期許容応力度（極限支持力度を安全率1.5で除した値）を超過し
ないようにする。

3. 短期荷重時は柱脚部に上部構造からの圧縮力と水平力が同時に働くため、基礎底
面では圧縮力に加えてモーメントが作用する。このため接地圧は台形あるいは三角
形分布となるが、その最大値が地盤の短期許容応力度を超えないようにする。また、
水平力による転倒および滑動について検討を行う。さらに、基礎の中心と支柱の中
心にずれがある（偏心している）場合には、偏心モーメントによる影響も考慮する。

4. 偏土圧を受ける基礎の場合は、長期および短期のいずれの荷重時においても接
地圧が台形あるいは三角形分布となるので、それぞれの最大値が地盤の長期及び
短期許容応力度を超えないようにする。また、水平力による転倒および滑動につい
て検討を行う。
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11. 基礎の設計 

11.4 直接基礎の設計

5. 基礎と上部構造との固定は、基礎に設置されたアンカーボルトなどによって架台の
土台あるいは柱脚を堅固に緊結する。あと施工アンカーなどの定着に特殊な方法
を用いる場合、力の作用方向によって基礎に割裂破損が生じないことを確認する。

6. 風の負圧による浮き上がり力に対し、アレイ全体の自重により十分に抵抗できるよ
うな基礎自重とする。この時の安全率は1.5以上とする。

7. 基礎の水平抵抗力（地盤の摩擦抵抗力と受働土圧の合計）は、風圧荷重または地
震荷重により柱脚に働く水平力に対して十分に抵抗できるように設定する。この時
の安全率は1.5以上とする。

8. 基礎底面での摩擦抵抗力は基礎底盤下面における鉛直力に地盤の摩擦係数（𝜇𝜇）
を乗じて求める。この時の鉛直力は全鉛直荷重から柱脚部に働く引抜き力を減じた
ものとする。

9. 地盤の摩擦係数（𝜇𝜇）は、地盤条件とともに、基礎底面の形状・施工条件を考慮して
決める。土質試験などを実施しない場合、表11-2などを参考に𝜇𝜇の値を設定する。

10.受働土圧は建築基礎構造設計指針の4.3節を参考に設定する。
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11. 基礎の設計 

11.4 直接基礎の設計

11. 傾斜地ののり肩付近に直接基礎が設置される場合には、建築基礎構造設計指針
の5.2節を参考に、地盤の極限支持力度が低下することを考慮する。

12. 急傾斜地の場合は、基礎側面に作用する偏土圧の影響を考慮する。

13. 基礎および架台の自重による安定モーメントは架台から伝達される荷重による転
倒モーメントを上回るように決定する。このときの安全率を1.5以上とする。

14. 地盤の凍結が想定される地域では凍上対策を検討する。

削除するかも
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11. 基礎の設計 

11.4.6 凍上対策（凍結震度対策）

1. 冬期に地盤が凍結する寒冷地において太陽電池アレイ架台を設置する際、直接基
礎を用いる場合にはその底面が「最大凍結深さ」よりも浅いと凍結と融解の繰り返し
で、基礎そのものや架台が歪んだり、変位したりする懸念がある。このため、寒冷地
では布基礎や独立基礎を用い、埋設時には基礎底板（フーチング）の上面が最大
凍結深さよりも深い位置となるように埋設することに留意する必要がある。または、
その他の凍上を防止するための有効な措置を講じなければならない。

図11-5 独立基礎および布基礎の適切な埋設方法
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11. 基礎の設計 

11.4.6 凍上対策（凍結震度対策）

＜解説＞

寒冷地において、地盤が凍上性を有する土質の場合には（凍上性の確認は5.3.10を

参照）、凍結深さまで凍上を起こしにくい材料で置き換える置換工法を実施するか、

凍上を発生させない対策を講じる必要がある。凍上対策の選定にあたっては、経済

性、施工性、耐久性等を勘案して、適切な対策工法を選定する。

架台の基礎として、独立基礎、布基礎を用いることは凍上対策として有効である。こ

れは、基礎底板（フーチング）の上面に、土圧が作用して、凍上による鉛直上方への

変位を抑制するためである。ただし、フーチングの上面に凍結線が達した時点で凍

上が発生してしまうため、フーチングの上面が最大凍結深さよりも深い位置となるよ

う埋設する。また、フーチング幅は土圧が作用するように、十分に広くする必要もある。

 べた基礎については対凍上性を有していないため、寒冷地で使用する基礎としては

不適切である。また、フーチングを有さない独立基礎についても、埋設深さを深くして

も凍上してしまうことが実証実験により明らかとなっているため、これを寒冷地で用い

るのは不適切である。

詳細は技術資料
にて説明



57

11. 基礎の設計 

11.5 杭基礎の設計

11.5.１ 一般事項

1. 杭基礎の杭体の設計は、架台と同様に許容応力度設計とする。

2. 杭基礎に使用する材料は、使用目的や地盤条件に適したものを選定する。

3. 杭基礎の杭芯と上部構造柱芯に偏心がある場合は、これを考慮した緊結に使う金
具などをボルト等で緊結する。

4. 杭の長期許容支持力は、地盤から定まる長期許容支持力と杭体の長期許容耐力
のうち、小さい方の値とする。

5. 杭の短期の許容支持力および許容引抜き抵抗力は、地盤から定まる短期の許容
支持力および許容引抜き抵抗力と杭体の短期許容耐力のうち、小さい値とする。

6. 杭の許容支持力および許容引抜き抵抗力は、載荷試験を行って求める。

7. 杭の長期許容支持力は極限支持力の1/3、杭の短期許容支持力は極限支持力の
2/3とする。杭の短期許容引抜き抵抗力は、極限引抜き抵抗力の2/3とする。
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11. 基礎の設計 

11.5 杭基礎の設計

11.5.１ 一般事項

8. 杭の水平抵抗力および水平変位は、水平載荷試験によって求められた水平地盤
反力係数をもとに、建築基礎構造設計指針に示されている水平抵抗算定式を用い
て求める。

9. 地盤の凍結が想定される地域では凍上対策を検討する。

10. 杭の高止まりなどの施工不良を考慮し、事前に対策方法を検討する
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11. 基礎の設計 

11.5 杭基礎の設計

11.5.１ 一般事項
＜解説＞

 太陽光発電システムに使用する杭は建築物用と比較して短いものが多い。そのた

め杭の抵抗力は、地表面近くの不均質な地盤性状の影響を受けやすく、打設位置に

よって異なる傾向を示す場合が多い。

また、太陽光発電システムの杭は架台の支柱に直接接合されることが多く、アレイの

中のひとつの杭の抵抗力不足がアレイ全体の強度を大幅に低下させることが想定さ

れるので、杭の載荷試験によって必要な抵抗力があることを確実にすることが重要

である。

アレイの中のひとつの杭の抵抗力が不足した場合の架台の強度低下への影響につ

いては、技術資料に示したので参照されたい。

杭の抵抗力のばらつき
の影響
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11. 基礎の設計 

11.5 杭基礎の設計

11.5.１ 一般事項
＜解説＞

 寒冷地において、地盤が凍上性を有する土質の場合には（凍上性の確認は5.3.10を

参照）、凍結深さまで凍上を起こしにくい材料で置き換える置換工法を実施するか、

凍上を発生させない対策を講じる必要がある。凍上対策の選定にあたっては、経済

性、施工性、耐久性等を勘案して、適切な対策工法を選定する。

 架台の基礎として、スパイラル杭（スクリュー杭）を用いることは凍上対策として有効

である。これは、スパイラル杭の羽根の上面に、土圧が作用して、凍上による鉛直上

方への変位を抑制するためである。

図11-6（次頁）にスパイラル杭の適切な埋設方法について示す。実証実験の結果か

ら、図11-6 (a)のようにスパイラル杭を最大凍結深さの2倍から3倍程度深く埋設する

ことで、凍上対策として高い効果が得られることが明らかとなっている。

杭の凍上対策
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11. 基礎の設計 

11.5 杭基礎の設計

11.5.１ 一般事項
＜解説＞

実証実験では、スパイラル杭の引抜抵抗の低下は羽根のない円筒型の杭に比べて

小さかったことから、本ガイドラインではスパイラル杭の使用を推奨する。

詳細は技術資料参照

杭の凍上対策

図11-6 杭基礎の適切な埋設方法
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ガイドラインの構成

＜ガイドライン目次＞

1.総則

2.被災事例

3.構造設計・施工計画

4.電気設計・施工計画

5.事前調査

6.造成計画

  7.太陽電池アレイ

の配置計画

  8.設計荷重

  9.使用材料

10.架台設計

11.基礎の設計

12.腐食防食

13.電気設備の設計

14.施工

15.維持管理計画

説明部分
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14. 施工

14.1 一般事項

1. 自然条件など当該施設が置かれる諸条件を勘案して、当該施設の要求性能を満足
するような方法により施工する。

2. 設計の意図するところを理解し、設計者が求める要求性能が満足されるよう施工
する。

3. 対象施設を正確、円滑かつ安全に施工するために、予め施工計画を定める。また、
工事の進捗や現場状況の変化により必要が生じたときは、施工計画を変更する。

4. 設計者が要求する性能を満たしていることを確認するため、施工管理を行う。また、
施工管理により取得した記録・情報を維持管理計画などに反映させる。

5. 実際の施工管理結果を竣工図書としてとりまとめる。図化できない範囲については
写真にて記録する。

6. 安全に関する関係法令などにもとづき、安全確保上必要となる措置について検討を
行った上で適切に安全管理を行い、事故および災害の防止に努める。

傾斜地GLから反映
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14. 施工

14.1 一般事項

＜解説＞

対象施設を正確、円滑かつ安全に施工するために作成する施工計画書には、工事

概要、計画工程表、現場組織表、主要機械、主要資材、主要工種の施工方法、施工

管理、安全管理、緊急時の体制および対応、環境保全対策などを取りまとめることが

望ましい。施工計画における主な項目は次のとおりである。

土量の配分計画

各工種の施工法、建設機械の使用計画、施工速度および所要時間

各工種の施工順序、施工時期、全体工程計画

労務計画、資材計画

現場施工体制、仮設備計画

工事用道路、その他準備工の計画

事故防止、安全衛生に関する計画

周辺環境の保全計画

施工計画
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14. 施工

14.1 一般事項

＜解説＞

現場での施工において、図面どおりの施工が困難あるいは不可の場合、どの程度の

施工誤差が許容できるか、あるいは工法変更が可能かなど、設計内容を把握した上

で判断することが要求される。

これらのことから、設計者と施工者が異なる場合、施工者は設計者の設計意図の把

握に努めることが重要である。この対応として、設計者～施工者間で設計意図伝達

会議を開催することが有効である。

他方、設計の見直しや工法変更が生じた場合は、変更の理由、経緯、意図などを設

計者等と共有するとともに要求性能を満足しているか確認する必要がある。

太陽光発電設備の供用中に、点検診断や維持補修を行う場合、実際に施工された

状況を把握しておくことが重要である。このことから、施工時点において設計から変

更した内容についてでき得る限り詳細に記録するとともに、変更した理由を併せて記

録することが望ましい。

計画変更
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14. 施工

14.1 一般事項

＜解説＞

太陽光発電設備の設置工事においては、労働災害などの発生防止のため、施工方

法や仮設計画の検討、安全教育の実施など安全対策を講じるものとする。

また、土砂の流出などの災害を防止するため、気象条件の良い施工時期の選定、リ

スクの少ない施工方法・施工手順の検討などを行うことが必要である。

施工段階では、施工状況を把握するための施工管理を行う。特に、地中埋設物は工

事完成時の出来形や品質等の目視確認が困難であるため、工事中における記録を

書類にまとめておくことが重要となる。近年では情報技術の進展とともに、電子デー

タによる管理・監督が可能となってきていることから、良質な目的物を完成させるため、

予め施工管理方法を検討して適切に実施する。

施工管理
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14. 施工

14.1 一般事項

＜解説＞

 施工終了後は、完成した工事目的物が所要の品質・性能を満足しているかの検査

を行う。

図14-1 検査の順序（引用：道路土工要綱）

検査
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14. 施工

14.1 一般事項

＜解説＞

建設工事に当たっては特定建設作業の指定があり（くい打ち機、さく岩機、バックホ

ウ等）、都道府県知事が定める指定地域内で実施する場合に対して騒音・振動それ

ぞれの規制に関する基準が定められている。一部の地方自治体ではこれらの工種

以外にも規制を定めているところもある。

このほか、土砂の飛散、地盤沈下、水の枯渇等、工事に伴う公害現象についても事

前調査および対策の検討が必要である。

 林地開発許可制度の対象となる場合には、主要な防災施設の先行設置、仮設防災

施設を設置する場合に本設に準じて設計することなどの許可基準を満足させる必要

がある。

環境配慮・対策
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14. 施工

14.1 一般事項

＜解説＞

 施工上の諸対策として、以下示す方法がある。

土砂流出および水質汚濁等の防止については、盛土、切土の安定勾配確保、防

護柵の設置、洪水調整池や沈砂池等の防災施設の先行設置等

土砂飛散については、運搬車への過大積載防止や荷台のシート掛け励行、盛土

表面への散水、乳剤散布、種子吹付等による防塵処理

水の枯渇防止については、事前調査による対策実施

低騒音、低振動の工法や機械の採用

現場内の機械、設備の配置、作業時間帯の検討

遮音施設の設置

環境配慮・対策
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14. 施工

14.2 基礎工事

14.2.1直接基礎工事

1. 基礎は、設計図書とおりの平面的な位置および高さとなるように設置する。

2. 根入れをするために地盤を掘削した場合には転圧などを行い、所定の地盤強度を
確保したうえで直接基礎を設置する。

3. 場所打ちコンクリートの場合は、設計図書に示された強度の生コンクリートを打設
する。また、強度試験用の供試体を作成し、所定の養生方法、養生期間後に試験を
行い強度が確保できていることを確認する。

4. 場所打ちコンクリートの基礎の場合は、架台の施工開始までに必要な養生期間を
確保する。

5. 設計で想定した土質条件と現地が異なる場合には、直接基礎の要求性能が確保
できる基礎形状に変更するか、杭基礎等別の基礎形式に変更する。
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14. 施工

14.2 基礎工事

14.2.2 杭基礎工事

1. 基礎は設計図書とおりに平面的な位置および高さとなるように設置する。

2. 固い地盤または転石等によって杭を所定の深さまで打設できない、あるいは杭の
高止まりが発生した場合は、基礎の要求性能が確保できる別の基礎の形式に変更
する。

3. 打撃貫入による施工の場合は騒音等の影響を考慮して、施工の時間帯を配慮す
るとともに、必要に応じで防音措置を施す。

4. 回転貫入による施工の場合には、回転数と貫入量を適切に管理して打設する。

5. 打設後、杭の載荷検査を実施し、必要な抵抗力が確保できていることを確認する。

6. 設計で想定した土質条件と現地が異なる場合には、杭基礎の要求性能が確保でき
る杭種および諸元に変更するか、直接基礎等別の基礎形式に変更する。
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14. 施工

14.2 架台工事

1. 自然条件など当該施設が置かれる諸条件を勘案して、当該施設の要求性能を満足
するような方法により施工する。

2. 設計の意図するところを理解し、設計者が求める要求性能が満足されるよう施工す
る。

3. 対象施設を正確、円滑かつ安全に施工するために、予め施工計画、施工要領を定
める。また、工事の進捗や現場状況の変化により必要が生じたときは、施工計画、
施工要領を変更する。

4. 設計者が要求する性能を満たしていることを確認するため、施工管理を行う。また、
施工管理により取得した記録・情報を維持管理計画などに反映させる。

5. 実際の施工管理結果を竣工図書としてとりまとめる。図化できない範囲については
写真にて記録する。

6. 安全に関する関係法令などにもとづき、安全確保上必要となる措置について検討を
行った上で適切に安全管理を行い、事故および災害の防止に努める。

14.1一般事項と同じ
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ガイドラインの構成

＜ガイドライン目次＞

1.総則

2.被災事例

3.構造設計・施工計画

4.電気設計・施工計画

5.事前調査

6.造成計画

  7.太陽電池アレイ

の配置計画

  8.設計荷重

  9.使用材料

10.架台設計

11.基礎の設計

12.腐食防食

13.電気設備の設計

14.施工

15.維持管理計画

説明部分
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15. 維持管理計画

15.1 一般事項

1. 太陽光発電設備全体について、供用期間にわたってその設置目的・機能、要求性
能が維持されるよう、予め維持管理計画を作成した上で維持する。

2. 維持管理計画書は、施設の所有者が作成することを原則とし、設計者、施工者の
ほか、維持管理に関する専門的知識・技術を有する者の意見を反映させる。

3. 維持管理計画書は、対象施設の損傷、劣化その他の変状についての計画的かつ
適切な点検診断の時期、対象とする部位および方法などについて定める。

4. 太陽光発電設備の維持管理計画書の作成および維持においては、設置箇所の自
然条件、設計条件、構造特性、材料特性などを勘案する。

5. 点検および診断の結果にもとづき維持補修に関する対策を行った場合は、その内
容を記録し、供用期間に亘って保存する。

6. 維持管理計画の作成および点検診断の方法などにおいては、民間のガイドライン
などを参考にする。

傾斜地GLから反映
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15. 維持管理計画

15.1 一般項目

＜解説＞

発電規模にかかわらず、再エネ特措法施行規則（第5条第1項第3号など) ならびに事

業計画策定ガイドライン(太陽光発電) に記載の「再生可能エネルギー発電設備の適

切な保守点検及び維持管理」に係る趣旨を踏まえて、設計段階に維持管理計画を作

成することが望ましい。

 維持管理計画作成に当っては、太陽光発電システム保守点検ガイドライン、自家

用電気工作物保安管理規程、道路土工構造物点検必携、太陽光発電アセットマネ

ジメントガイドライン（案）などの技術指針などを参考にすると良い。

昨今、自然災害の規模拡大が進んでいる。このため、供用期間中に、供用期間の延

長や自然条件の変化（降雨強度や降雨量の増大、異常気象時の風速の増大）など

が生じた場合は、最新の条件を維持管理計画に反映させる。
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15. 維持管理計画

15.2 架台・基礎

1. 基礎・架台の維持管理計画は、以下の内容を参考に作成する。

基礎および架台は、点検診断を行うとともに、点検診断結果をもとに健全度評価
を行い、必要に応じ維持補修工事を実施する。

 基礎に係る点検診断は、直接基礎、杭基礎の劣化・損傷、移動・変状の有無、そ
の周辺地盤の侵食などに着目し、外観目視調査により行う。

 架台に係る点検診断は、架台の変形、腐食、基礎との結合部分の変形、ボルト
などの結合部材の緩み、腐食などに着目し、外観目視調査により行う。

傾斜地GLから反映
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ありがとうございました。
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